物価高騰対応国内資源由来肥料転換モデル事業実施要領

（目的）
第１条　化学（無機質）肥料は、原料の大部分を輸入に依存し国際価格の影響を受けやすくなっている。一方、国内資源由来（有機質）肥料は安価なものの肥料成分が低いため散布に手間を要するだけでなく、効果が不安定であるためその利用が進んでいない。また、化学肥料代替技術として注目される緑肥は栽培、利用に専用の機械が必要となるため普及が進んでいない。
そこで、国内資源由来肥料の活用技術の確立や既に確立した技術の普及拡大に必要な機械の導入を支援することで、化学肥料からの転換及び肥料コスト低減につながるモデル体系を確立し、普及拡大を図ることで農業経営の体質改善に資することを目的とする。

（事業の内容）
第２条　化学肥料価格の高騰及び変動の影響を受けにくい国内資源由来肥料や緑肥（以下「国内資源由来肥料等」という。）の利用拡大に向けて実施する技術の実証及び機械等の導入に係る経費であって、第４条の補助対象経費に規定するもののうち、必要かつ適当と認めるものについて、三重県補助金等交付規則（昭和 37 年三重県規則第 34 号。以下「交付規則」という。）及び農林水産部関係補助金交付 要綱（平成 24 年３月 30 日付け三重県公告第 249 号）及び農産物安全・流通課関係補助金交付要領（以下「交付要領」という。）に基づき、予算の範囲内において補助する。

（事業実施主体）
第３条　この事業の実施主体は、県内で農業を営む農業者等であって、以下の要件をすべて満たす者とする。
（１）認定農業者または農業者が組織する団体等であること
（２）導入する設備・資材の耐用年数期間以上、経営を継続する意思のあること
（３）国内資源に由来する重量が30％以上の国内資源由来肥料等を活用し、化学肥料か　らの転換に取り組むこと
（４）事業の適切な遂行のため、普及指導員に指導・助言を求めること

（補助対象経費）
第４条　補助対象経費は、化学肥料価格の高騰及び変動の影響を受けにくい国内資源由来肥料等の利用拡大に向けて実施する技術の実証及び機械等の導入に係る経費は、物価高騰対応国内資源由来肥料転換モデル事業実施要領（以下「実施要領」という。）別表１に記載するものとする。
２　補助金額は、実施要領別表１のとおりとする。なお、要望額が予算額を上回った場合は、別途定めることとする。

（事業実施計画の提出）
第5条　事業実施主体は、事業実施計画書（別紙１）を作成し、別記様式１により、管轄する農林水産（農林、農政）事務所（以下「農林水産事務所等」という。）を経由して、知事に提出するものとする。

（事業実施計画の審査）
第６条　知事は、前条により事業実施計画の提出があった場合には、速やかにこの内容を調査し、事業内容、目標の妥当性及び実現の可能性について審査をするものとする。
２　前項の審査により、適当と認められた事業実施計画について、予算の範囲内において採択するものとする。
３　要望額が予算額を上回った場合は、実施要領別表１に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

（採択の結果の通知）
第7条　知事は、前条２項の規定による採択結果を事業実施主体に通知するものとする。

（計画の変更、中止又は廃止の承認）
第8条　前条の規定により採択の通知を受けた事業実施主体は、次に掲げる事由が生じた場合は、第5条の手続に準じて、変更（中止又は廃止）承認申請を別記様式３により速やかに知事に提出し、承認を得るものとする。なお、計画変更の場合は、変更後の事業実施計画書（別紙１）を併せて提出するものとする。
（1） 事業費の30％を超える経費の増減
（２）事業の中止又は廃止

（計画の変更、中止又は廃止の承認の通知）
第 9 条　知事は、前条による承認結果を事業実施主体に通知するものとする。

（補助金の交付）
第 10 条　補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、知事が別に定める期日までに、交付要領第３条の規定に基づき補助金交付申請書（第１号様式）を提出し、 交付規則第４条の規定による補助金等の交付決定（以下、「交付決定」という。） を受けるとともに、交付決定の条件を遵守しなければならない。
２　知事は、事業実施主体から交付要領第８条の規定に基づく精算払請求書または概算払請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（事業の着手）
第 11 条　事業の着手は、交付決定後に行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事由により、交付決定前に着手する場合については、事業実施主体は、交付決定前着手届（別紙３）を知事に提出するものとする。

（状況報告書の報告）
第 12 条　事業実施主体は、別に定める期限までに、状況報告書（別紙２）により管轄する農林水産事務所等を経由して、知事に報告するものとする。
２　知事は、必要に応じて事業実施主体に対して、事業の実施状況について報告を求めることができるものとする。

（事業実績報告書の報告）
第 13 条　事業実施主体は、実績報告書（別紙１－１または別紙１－２）を作成し、事業完了の日から 15 日以 内に、別記様式４により管轄する農林水産事務所等を経由して、知事に報告するものとする。
２　知事は、必要に応じて事業実施主体に対して、事業の実施状況について報告を求めることができるものとする。

（その他）
第 14 条　この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項は、知事が別に定める。

附 則 この要領は、令和８年４月１７日から施行する。

